
 

 

静岡県メディカルコントロール協議会設置要綱 

 

 （目的） 

第１条 静岡県における救急業務の一層の高度化を推進するため、消防機関と

医療機関との連携の強化及びメディカルコントロール体制の構築の推進を図

ることを目的に、静岡県救急・災害医療対策協議会規約第５の規定に基づき、

同協議会の専門委員会として静岡県メディカルコントロール協議会（以下「県

協議会」という。）を設置する。 

 

 （協議事項） 

第２条 県協議会は、次の事項について協議する。 

 (1) 地域メディカルコントロール協議会（以下「地域協議会」という。）の担

当範囲の区域割の調整及び決定に関すること。 

 (2) メディカルコントロールを担当する救急医療機関の選定に関すること。 

 (3) 地域協議会における決定事項等に関する調整及び助言に関すること。 

(4) 傷病者の搬送及び受入れの実施基準に係る調整等及び知事に対する意見

具申に関すること。 

 (5) その他プレホスピタルケアの向上に関すること。  

 

 （構成） 

第３条 県協議会の委員は、別表に掲げる関係機関のうちから静岡県救急・災

害医療対策協議会長が委嘱する。 

 

（会長） 

第４条 県協議会の会長（以下「会長」という。）は、静岡県救急・災害医療対

策協議会長が指名する。 

２ 会長は、県協議会の事務を総理する。会長に事故あるときは、会長があら 

かじめ指名する者がその職務を代理する。 

３ 会長は、地域協議会の会長を指名する。 

 

 （会議） 

第５条 県協議会は、会長が招集し、議長を務める。 

２ 県協議会は、必要があるときは、関係者から意見を聴取することができる。 

 

 （事務局） 

第６条 県協議会の事務局は、静岡県危機管理部消防保安課及び静岡県健康福 

祉部地域医療課に置く。 
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 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 15 年４月 22 日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 17 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 19 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 21 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 21 年 12 月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２２年５月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年６月 28 日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年１２月２６日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年１２月９日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２９年７月１２日から施行する。 
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別 表（第３条関係） 

 

 静岡県メディカルコントロール協議会構成メンバー 

関 係 団 体 名 委員数 備      考 

 静岡県医師会 ２  

 静岡県病院協会 １  

 救命救急センター 1１  

 救急専門医 １  

 消防本部 ３  

 県保健所長会 １  
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静岡県メディカルコントロール推進事業実施要領 

 

（総則） 

この要領は、静岡県メディカルコントロール推進事業を円滑に実施するため、静岡県メディカルコン

トロール協議会設置要綱（平成15年4月22日施行）及び地域メディカルコントロール協議会設置要綱

に定める事項のほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

第１（機構） 

１ 静岡県メディカルコントロール協議会（以下「県協議会」という。） 

  地域メディカルコントロール協議会（以下「地域協議会」という。）への指導的役割を担うもので

あり、地域協議会の運営が適切になされるよう助言・指導を行うために必要な事項についての報告を

地域協議会に求める。 

  また、メディカルコントロール推進に係る専門的事項について検討するため、県協議会にメディカ

ルコントロール推進作業部会（以下「県作業部会」という。）を置く。 

 (1) 県作業部会の構成員 

県協議会長が指名する者 

(2) 県作業部会の実施事業 

① 救急隊の救命処置に関するプロトコールの策定 

② 救急活動検証の基礎となる救急隊活動記録票及び検証票の策定 

③ 策定したプロトコールを効果的に運用できる教育プログラムの策定 

④ 救急救命士が救命処置を的確に行うための病院実習プログラムの策定 

⑤ 傷病者の搬送及び受入れの実施基準に係る検討 

⑥ その他メディカルコントロールの推進に係る事項の検討 

２ 地域メディカルコントロール協議会 

救急救命士に対する指示・指導に責任を持つメディカルコントロール担当医療機関及び指導医並び

に消防機関の救急技術指導者を選定し、消防機関と医療機関の定期的な連絡調整、地域メディカルコ

ントロール推進事業実施要領の策定を行うとともに、県協議会が地域協議会に対し指導・助言を行う

ために必要な事項を県協議会に報告する。 

地域協議会の管轄区域及び事務局は、別紙のとおりとし、管轄区域内の郡市医師会、医療機関、消

防本部等との連絡調整等その運営は、管轄区域内の県保健所と消防本部とが連携して行うものとする。 
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第２（事業実施者） 

地域協議会及び県協議会におけるメディカルコントロール推進事業は、次の者が主体となって実施

するものとする。 

１ 指導救命士 

  「静岡県における指導救命士運用要領」による。 

(1) 要件：指導救命士養成研修等を修了した者で、各消防長及び地域協議会長が推薦し、県作業部

会が承認のうえ、県協議会長が認定した救急救命士 

(2) 実施事業 

 ① 救急救命士や救急隊員、所属職員、救急関係者への教育指導 

 ② 消防本部と、県及び地域協議会との連携、調整 

 ③ その他、地域のメディカルコントロールを担う医師や関係機関との連携、調整 

２ 救急技術指導者 

(1) 要件：各消防本部が推薦し、地域協議会長が選定した救急救命士 

(2) 実施事業 

① 救急隊活動の個々の検証、検証票への所見記載 

② プロトコールの運用普及等、所属する消防本部におけるメディカルコントロール推進の責任者 

３ 指導医 

(1) 要件：プロトコールを熟知した医師 

(2) 実施事業 

① 特定行為に係る指示及び救急隊員に対する指導・助言 

② 救急搬送に関わる検証記録作成 

③ 病院実習での指導 

 (3) メディカルコントロール推進の責任者 

 医療機関は、指導医のうちから、医療機関におけるメディカルコントロール推進の責任者を選

定し、地域協議会に報告する。 

４ 検証医 

(1) 要件：指導医の中から地域協議会長が選定した医師 

(2) 実施事業 

① 事後検証 

② 救急救命士への指導、助言 

③ 検証結果の地域協議会への報告 

④ 病院実習での指導 
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５ 検証管理者 

 (1) 要件：検証医及び救急技術指導者の中から地域協議会長がそれぞれ選定 

 (2) 実施事業 

① 検証医による検証の地域での総括 

② 検証医を有しない地域協議会の検証 

③ 地域協議会内検証データ（ウツタインテンプレート等）集約と整理 

６ プロトコール運用指導者 

(1) 要件：医師（指導医、検証医、検証管理者）及び救急救命士（検証管理者、救急技術指導者）

の中から地域協議会長がそれぞれ選定 

(2) 実施事業 

① プロトコール運用講習の実施 
② 各機関が行うプロトコール運用講習等に対する支援 
③ 地域協議会内病院実習結果のとりまとめ 

７ 検証統括者 

 (1) 要件：県協議会長が指名 

 (2) 実施事業 

① 検証に係る全県的な助言・指導 

② 県内検証データ（ウツタインテンプレート等）のとりまとめと地域への助言・指導 

 

第３（運用） 

１ 救急救命士に対する指示及び救急隊員に対する指導・助言 

(1) 指導医は、救急救命士の行う特定行為に係る指示及び救急隊員に対する指導・助言を行うもの

とする。 

(2) 特定行為に係る指示は指導医に限定するものではないが、指示を行うためにはプロトコールを

熟知していることが望ましい。 

 (3) 除細動に係る包括的指示については、指導医に限るものとする。 

２ 救急活動の事後検証 

 救急救命士が心肺機能停止患者に除細動などの行為を行った場合には、その経過、内容を一定の様

式に記録し、定期的に検証医に送付する。 

 検証医は、当該記録をチェックし、消防本部を通じて救急救命士に必要な指導・助言を行うととも

に、検証結果を地域協議会に報告する。 
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 地域協議会は、事後検証内容について協議し、県協議会に報告するとともに、必要に応じ、事後検

証内容の調査や症例検討会を実施する。 

 (1) 事後検証票の様式 

   国の「救急業務高度化推進委員会」が作成した様式（「メディカルコントロール体制について」

平成 15 年３月 12 日付け厚生労働省医政局指導課通知の参考２）を基本に、県作業部会において

検討し、県協議会において承認されたものを使用することとし、その使用方法、記載事項等につ

いては、同通知の補足説明及び県作業部会で検討した記載要領によることとする。 

  ○４枚で1構成とし、内訳は次のとおり。（全ての記載項目が同一というわけではない。） 

① １枚目：搬送確認書（医療機関控え） 

② ２枚目：搬送確認書（救急隊控え） 

③ ３枚目：救急活動記録票 

④ ４枚目：検証票 

 (2) 検証対象 

   静岡県事後検証票の検証票項目に関する補足説明２による。 

 (3) 契約：医療機関と消防本部等との間で契約を締結する。 

(4) 留意事項 

   検証医が指示を行った症例については、他の検証医が検証することとする。 

(5) 検証結果に基づく改善 

 県協議会は、地域協議会からの事後検証報告に基づきプロトコールや検証票等に改善の必要が

あると認めたときは、県作業部会において改善の方策等について検討し、県作業部会は、検討結

果を県協議会に報告する。 

 県協議会は、県作業部会の検討結果報告について協議し、承認したときは、その内容を地域協議

会に通知する。 

３ 研修・教育体制 

  地域協議会は、県作業部会が策定する教育プログラムに基づき、救急救命士、救急隊員、医師等に

対する「プロトコール運用講習」等の研修・教育を実施する。 

(1) プロトコール運用講習 

 地域協議会は、プロトコール運用指導者によるプロトコール運用講習を実施し、受講者に受講証

を授与する。 

 (2) 病院実習 

 消防本部は、地域協議会が指定する医療機関において、救急救命士及び救急隊員に対する病院実

習を行うものとし、指導医が実習担当に当たるものとする。 
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 (3) その他 

   救急救命士や救急隊員に対する研修・教育については、関係団体と連携・協力し、実施するもの

とする。 

 

 

附 則 この要領は、平成15年６月17日から施行する。 

附 則 この要領は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則 この要領は、平成20年８月29日から施行する。 

附 則 この要領は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則 この要領は、平成21年12月１日から施行する。 

附 則 この要領は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 この要領は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則 この要領は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 この要領は、平成28年４月１日から施行する。 
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地域協議会名 管轄区域（市町） 事務局
２次保健
医療圏名

保健所 消防本部 郡市医師会

賀茂地域
MC協議会

下田市、東伊豆町、
河津町、南伊豆町、
松崎町、西伊豆町

賀茂保健所 賀茂
保健医療圏

賀茂保健所 下田消防本部

駿東伊豆消防本部
（東伊豆町消防本部）

賀茂医師会

熱海・伊東地域
MC協議会

熱海市、伊東市 熱海保健所 熱海伊東
保健医療圏

熱海保健所 熱海市消防本部

駿東伊豆消防本部
（伊東市消防本部）

熱海市医師会
伊東市医師会

駿東田方地域
MC協議会

沼津市、三島市、
御殿場市、裾野市、
伊豆市、伊豆の国市、
函南町、清水町、
長泉町、小山町

駿東伊豆消
防本部

(沼津市消防
　本部)

駿東田方
保健医療圏

東部保健所
御殿場保健所

駿東伊豆消防本部
　沼津市消防本部
　清水町消防本部
　田方消防本部

富士山南東消防本部
　三島市消防本部
　裾野市消防本部
　長泉町消防本部

御殿場市・小山町広域行政
組合消防本部

沼津医師会
三島市医師会
田方医師会
御殿場市医師
会

富士地域
MC協議会

富士市、富士宮市 富士市消防
本部

富士
保健医療圏

富士保健所 富士市消防本部
富士宮市消防本部

富士市医師会
富士宮市医師
会
庵原郡医師会

静岡地域
MC協議会

静岡市 静岡市消防
局

静岡
保健医療圏

静岡市保健所 静岡市消防局 静岡市静岡医
師会
静岡市清水医
師会
庵原郡医師会

志太榛原地域
MC協議会

焼津市、藤枝市、
島田市、牧之原市、
吉田町、川根本町

中部保健所 志太榛原
保健医療圏

中部保健所 志太広域事務組合志太消防
本部

静岡市消防局
　島田市消防本部
　吉田町牧之原市広域施設
　組合消防本部
　牧之原市相良消防本部

焼津市医師会
志太医師会
島田市医師会
榛原医師会

中東遠地域
MC協議会

掛川市、磐田市、
袋井市、御前崎市、
菊川市、森町

西部保健所 中東遠
保健医療圏

西部保健所 掛川市消防本部
磐田市消防本部
袋井市森町広域行政組合袋
井消防本部
御前崎市消防本部
菊川市消防本部

小笠医師会
磐周医師会
磐田市医師会
榛原医師会

西部地域
MC協議会

浜松市、湖西市 浜松市消防
局

西部
保健医療圏

西部保健所
浜松市保健所

浜松市消防局
湖西市消防本部

浜松医師会
浜松市浜北医
師会
引佐郡医師会
浜名医師会
磐周医師会

静岡県の地域メディカルコントロール協議会の区域等

令和２年４月１日

別冊－３
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症
例
の
成
功
）
 

県
消

防
学

校
 

※
た

だ
し

、
H
1
9
～

2
3
年

度

に
５

ヵ
年

計
画

で
講

習

を
実

施
し

、
現

在
は

行

っ
て

い
な

い
。

 

地
域

Ｍ
Ｃ

協
議

会
で

選
定
し
た
医
療
機
関
 
実

施
 

２
 
心
臓
停
止
状
態
の
患
者
に
対
す
る
 

薬
剤
（
エ
ピ
ネ
フ
リ
ン
）
投
与
 

・
救

急
救

命
士

の
資

格
 

・
講

習
の

修
了

 

・
実

習
の

修
了

（
1
0
症

例
）

 

※
た

だ
し

、
H
1
8
年

度
（
平

成
1
9
年

試
験

）
以

降
の

救
急

救
命

士
国

家
試

験
合

格
者

に
つ

い
て
は
講
習
、
実
習
共
に
免
除
 

⇒
H
1
9
.
6
.
1
8
県
Ｍ
Ｃ
作
業
部
会
に
て
、
H
1
8
年

度
以

降
の

国
家

試
験

合
格

者
に

つ
い

て
は

認
定

申
請

不
要

と
判

断
 

⇒
H
2
6
.
1
0
.
1
6

県
Ｍ

Ｃ
作

業
部

会
に

て
、

H
1
8

年
度

以
降

の
国

家
試

験
合

格
者

に
つ

い
て

は
、
救
急
救
命
士
の
資
格
を
も
っ
て
希
望
者

の
み

認
定

証
を

交
付

 

県
消

防
学

校
 

※
た

だ
し

、
H
1
9
～

2
3
年

度

に
５

ヵ
年

計
画

で
講

習

を
実

施
し

、
現

在
は

行

っ
て

い
な

い
。

 

地
域

Ｍ
Ｃ

協
議

会
で

選
定
し
た
医
療
機
関
 
実

施
 

３
 

心
肺
停
止
状
態
の
患
者
に
対
す
る
 

ビ
デ

オ
硬

性
挿

管
用

喉
頭

鏡
を

用
い

た
気
管
挿
管
 

・
上
記
１
の
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
 

・
救

急
救

命
士

の
資

格
 

・
講

習
の

修
了

 

・
実
習
の
修
了
（
５
症
例
の
成
功
）
 

※
た

だ
し

、
H
2
7
年

度
（
平

成
2
8
年

試
験

）
以

降
の

救
急

救
命

士
国

家
試

験
合

格
者

に
つ

い
て

は
講

習
を

免
除

 

県
消

防
学

校
 

※
令

和
３

年
度

以
降

は
、

地
域

Ｍ
Ｃ

協
議

会
で

選

定
し

た
医

療
機

関
 

救
急

振
興

財
団

の
指

導
救

命
士

研
修

 

 

地
域

Ｍ
Ｃ

協
議

会
で

選
定
し
た
医
療
機
関
 
実

施
 

別
冊
－
４
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 N
o
 
認
定
内
容
（
予
定
を
含
む
。
）

 
認

定
条

件
 

講
習

の
 

実
施

機
関

 

実
習

の
 

実
施

機
関

 

県
Ｍ

Ｃ
協

議
会

 

の
認

定
 

４
 

心
肺
停
止
前
の
患
者
に
対
す
る
 

静
脈

路
確

保
及

び
輸

液
、

血
糖

測
定

並
び

に
低

血
糖

発
作

症
例

へ
の

ブ
ド

ウ
糖
溶
液
の
投
与
 

・
上
記
２
の
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
 

・
救

急
救

命
士

の
資

格
 

・
講

習
及

び
実

習
の

修
了

 

※
た

だ
し

、
履
修
済
み
で
あ
り
、
H
2
7
年

度
（

平

成
2
8
年
試
験
）
以
降
の
救
急
救
命
士
国
家

試
験
合
格
者
に
つ
い
て
は
講
習
、
実
習
共
に

免
除

 

⇒
H
2
8
.
7
.
2
1
県
Ｍ
Ｃ
作
業
部
会
に
て
、
履

修
済

み
で
あ
り
、
H
2
7
年
度
（
平
成

2
8
年
試
験
）

以
降

の
救

急
救

命
士

国
家

試
験

合
格

者
に

つ
い
て
は
認
定
不
要
と
判
断
 

県
消

防
学

校
（

平
成

2
7
年

度
～

）
 

救
急

振
興

財
団

 
実

施
 

５
 
指
導
救
命
士
 

・
消
防
本
部
及
び
地
域
Ｍ
Ｃ
協
議
会
の
推
薦
の

上
、
県
Ｍ
Ｃ
作
業
部
会
で
承
認
 

（
条
件
に
つ
い
て
は
、
指
導
救
命
士
運
用
要
領

を
参

照
）

 

・
救

急
救

命
士

の
資

格
 

救
急

振
興

財
団

 

消
防

大
学

校
 

実
施
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静岡県における指導救命士運用要領 

 
（趣旨） 
第１条 この要領は、静岡県内の消防本部（局）に配置する指導救命士の運用に関し、

必要な事項について定めるものとする。 
 
（役割） 

第２条 メディカルコントロール体制の中で、医師と連携して救急業務を指導する者

として、救急救命士をはじめ所属職員への教育・指導役や、消防本部と静岡県メデ

ィカルコントロール協議会（以下「県協議会」という）とのつなぎ役として、別表

１に示すような役割を持つものとする。 

 
（資格要件） 
第３条 指導救命士は、原則として以下のすべての要件を満たすものとする。 

(1) 救急救命士として、通算５年以上の実務経験を有する者 
(2) 救急隊長として、通算５年以上の実務経験を有する者 
(3) 特定行為について、一定の施行経験を有する者 
(4) 医療機関において、必要とされる病院実習を受けている者 
(5) 消防署内の現任教育、講習会等での教育指導、学会での発表など、教育指導

や研究発表について指導・発表経験を有する者 
(6) 必要な養成教育を受けている者 
(7) 所属する消防本部（局）の消防長及び地域メディカルコントロール協議会（以

下「地域協議会」という）長が推薦し、県協議会が認める者 
 
（指導救命士の認定） 
第４条 所属する消防本部（局）の消防長及び地域協議会長からの推薦に基づき、県

協議会は指導救命士の認定を行う。 
２ 県協議会は、指導救命士名簿を作成して、指導救命士の養成状況について把握す

る。 
 
（消防本部に求められる役割） 
第５条 消防本部（局）にあっては、「救急業務に携わる職員の生涯教育の指針 Ver.1

（消防庁）」で示す内容を参考に、教育指導の効果が上がるよう、指導救命士の養

成と配置に努める。 
 
（その他） 
第６条 この要領に定めるもののほか、指導救命士の運用に必要な事項は県協議会で

協議して定めるものとする。 

別冊－５ 
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別表 1 役割例 

消防本部 地域協議会 県協議会 

・救急隊員の指導・育成 
・通信指令員への研修・指導

・救命士再教育への関与 
・事後検証担当 
・地域ＭＣ協議会との連絡 
 調整 
・救急ワークステーション 
 での指導 など 

・地域ＭＣ協議会への参画

・事後検証委員会への参画

・研修会の企画運営 
・病院実習計画の策定 
・院内研修の補助 など 

・集合研修の講師※ 
・教材作成への参画 
・県協議会への参画 
・国が企画する研修への

 参画など 

※指導救命士は、県内で一定の質が担保された救急活動を行うために、救急救命士等

の指導を行うことから、県内での資質の維持及び向上を図るため、特にＭＣ協議会等

が企画する、集合研修の指導にあたるよう努めるものとする。 
 
 
付 則  この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 
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